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令和５年５月橋本市議会臨時会会議録（第１号） 

令和５年５月15日（月） 

                                          

 議事日程第１号 

令和５年５月15日（月）  午前９時30分 開議 

日程第１ 議長の選挙 

 議事日程第１号の２ 

日程第２ 議席の指定 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

日程第４ 会期決定について 

日程第５ 副議長の選挙 

日程第６ 常任委員会委員の選任について 

日程第７ 議会運営委員会委員の選任について 

                                          

 会議に付した事件 

日程第１ 議長の選挙 

日程第２ 議席の指定 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

日程第４ 会期決定について 

日程第５ 副議長の選挙 

日程第６ 常任委員会委員の選任について 

日程第７ 議会運営委員会委員の選任について 

                                          

議員定数１８名 

出席議員１８名 

     １番 森 下 伸 吾 君    ２番 板 橋 真 弓 君 

     ３番 岡 本 喜 好 君    ４番 梅 本 知 江 君 

     ５番 阪 本 久 代 君    ６番 髙 本 勝 次 君 

     ７番 岡   弘 悟 君    ８番 田 中 博 晃 君 

     ９番 堀 内 和 久 君    10番 垣 内 憲 一 君 

     11番 岡 本 安 弘 君    12番 小 林   弘 君 

     13番 田 中 和 仁 君    14番 南 出 昌 彦 君 

     15番 辻 本   勉 君    16番 土 井 裕美子 君 

     17番 石 橋 英 和 君    18番 中 本 正 人 君 

                                          

説明員職氏名 

   市 長 平 木 哲 朗 君  副 市 長 小 原 秀 紀 君 

   教 育 長 今 田   実 君  総 合 政 策 部 長 土 井 加奈子 君 
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   総 務 部 長 井 上 稔 章 君  経 済 推 進 部 長 北 岡 慶 久 君 

                      農業委員会事務局長 

   健 康 福 祉 部 長 久 保 雅 裕 君  危 機 管 理 監 廣 畑   浩 君 

   建 設 部 長 西 前 克 彦 君  会 計 管 理 者 大 岡 久 子 君 

   上 下 水 道 部 長 堤     健 君  教 育 部 長 堀 畑 明 秀 君 

   消 防 長 永 井 智 之 君  病 院 事 務 局 長 池之内 正 行 君 

   選挙管理委員会事務局長 藤 岡 栄 次 君  監査委員事務局長 櫻 井 康 雄 君 

   財 政 課 長 三 浦 康 広 君  政 策 企 画 課 長 中 岡 勝 則 君 

                                          

職務のために出席した者の職氏名 

   議 会 事 務 局 長 福 井 直 記    議会事務局次長 笹 山   奨 

   書 記 諸 田 泰 己 

                                         

○議会事務局長（福井直記君）おはようござ

います。一般選挙後、初めての議会でござい

ますので、議長が選挙されるまでの間、地方

自治法第107条の規定により、年長議員が臨時

に議長の職務を行うことになっております。 

 出席議員中、中本議員が年長の議員であり

ますので、ご紹介申し上げます。 

 中本議員、議長席へお着き願います。 

○臨時議長（中本正人君）ただ今紹介されま

した、中本であります。 

 地方自治法第107条の規定により、臨時に議

長の職務を行います。何とぞよろしくお願い

申し上げます。 

                     

（午前９時30分 開議） 

○臨時議長（中本正人君）ただ今の出席議員

数は18人で全員であります。 

                     

○臨時議長（中本正人君）これより令和５年

５月橋本市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 この際、議事進行上、仮議席を指定いたし

ます。仮議席は、ただ今ご着席の議席と指定

いたします。 

 市長から発言の申出がありますので、これ

を許します。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。

令和５年５月市議会臨時会の開会にあたりま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆さまには、ご多用の中ご出席を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 また、さきの橋本市議会議員選挙におきま

して、見事に当選の栄誉を得られましたこと

に、心から敬意を表しますとともに、改めて

お喜びを申し上げます。ご当選、誠におめで

とうございます。今後のご活躍を心から期待

申し上げます。 

 連休後半、石川県能登地方を震源とする最

大震度６強の揺れを観測し、多くの方が被災

されました。今なお断続的に地震が発生して

いることに加え、先日の大雨による土砂災害

のおそれもあることから、予断を許さない状

況が続いています。 

 また、千葉県南部を震源とする最大震度５

強の地震も先週発生しました。亡くなられた

方には心からご冥福をお祈り申し上げますと

ともに、甚大な被害を受けられました地域の

皆さま、また負傷された方々に心よりお見舞
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いを申し上げ、一日も早い復興をお祈り申し

上げます。 

 自然災害の発生は未然に防ぐことができな

いため、事前対策を講じておく必要がありま

す。本市においては６月４日、東家体育館に

おいて、東家・小原田両区による拠点避難所

の開設訓練が行われます。これは地震発生を

想定したもので、本市も訓練に参画し、初動

対応等の確認をします。日頃から災害に備え

た対応と自助、共助による人命を守る重要な

役割を持つこのような防災訓練を市内各地域

で行うことで、自分事として捉えていただく

機会になるよう願っています。 

 また、本市で初となる地域高齢者食堂、Ｋ

ｉｔｃｈｅｎかむろの運営がスタートしまし

た。たくさんの地域の人が集い、つながる居

場所として、さらに、防災・防犯・共助の上

でも、この集いの場で築かれた絆がもしもの

ときの助け合いにつながるものと思います。

各地域においてのこのような市民協働による

取組が住民主体の地域づくりにつながると大

いに期待をしています。 

 さて、５月８日より新型コロナウイルス感

染症の法律上の分類が２類相当から季節性イ

ンフルエンザと同じ５類に移行しました。こ

れにより、法律に基づいた行動制限の要請な

どもなくなり、感染対策は基本的には個人の

判断に委ねられることになりました。また、

幅広い医療機関で受診ができるようになるこ

とをめざす一方で、今まで公費負担であった

医療費等が一部を除き原則自己負担となりま

す。 

 令和２年１月に国内で初めて新型コロナウ

イルスによる感染症が確認されてから約３年

余りを経て、やっと感染前の平時の体制に戻

りつつあります。今年のゴールデンウイーク

は各地でにぎわいを見せ、久しぶりに会えた

家族や友人などと笑顔で過ごされたと思いま

す。第９波の感染拡大も懸念されているとこ

ろですが、これからは、行事やイベント等も

コロナ前に戻していきたいと考えています。 

 全国的な人口減少と少子高齢化が進む中で、

特に福祉分野での経済的な負担の増加と人材

の不足は、本市においても近々な課題と言え

ます。その中で、ＩＣＴの発展と情報通信機

器の普及は、人々の生活や経済活動、サービ

スなどに大きな変化をもたらし、様々な課題

解決の一助となるものと考えています。 

 そのため、本市におけるデジタル社会の実

現に向け、橋本市ＤＸ推進計画を策定しまし

た。本計画に基づき、第２次橋本市長期総合

計画の将来像「人輝き あたたかさ湧き出る 

みんなで創造する元気なまち 橋本」の実現

をデジタル技術の活用により加速、推進して

まいります。 

 安全・安心で利便性の高い暮らし、持続可

能な市政運営の実現を図るべく、果敢に取り

組んでまいりますので、議員各位のご理解、

ご協力をお願い申し上げまして、開会のごあ

いさつとさせていただきます。 

                     

○臨時議長（中本正人君）この際、暫時休憩

いたします。 

（午前９時38分 休憩） 

                     

（午前10時15分 再開） 

○臨時議長（中本正人君）休憩前に引き続き

会議を開きます。 

                     

 日程第１ 議長の選挙 

○臨時議長（中本正人君）これより日程に入

り、日程第１ 議長の選挙 を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（中本正人君）ただ今の出席議員

数は18人であります。 
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 投票用紙を配付いたします。 

（職員 投票用紙配付） 

○臨時議長（中本正人君）投票用紙の配付も

れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（中本正人君）配付もれなしと認

めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（中本正人君）異状なしと認めま

す。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名

であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。 

○議会事務局次長（笹山 奨君） 

１番 森下伸吾議員  ２番 板橋真弓議員 

３番 岡本喜好議員  ４番 梅本知江議員 

５番 阪本久代議員  ６番 髙本勝次議員 

７番 岡 弘悟議員  ８番 田中博晃議員 

９番 堀内和久議員  10番 垣内憲一議員 

11番 岡本安弘議員  12番 小林 弘議員 

13番 田中和仁議員  14番 南出昌彦議員 

15番 辻本 勉議員  16番 土井裕美子議員 

17番 石橋英和議員  18番 中本正人議員 

○臨時議長（中本正人君）投票もれはありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（中本正人君）投票もれなしと認

めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（中本正人君）開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会

人に２番 板橋君、６番 髙本君、９番 堀

内君、以上３人を指名いたします。 

 よって、３人の立会いを願います。 

（立会人 所定の位置につく） 

○臨時議長（中本正人君）開票は職員にいた

させます。 

（職員 開票） 

○臨時議長（中本正人君）それでは、選挙の

結果を報告いたします。 

 投票総数18票、これは先ほどの出席議員数

に符合いたしております。そのうち有効投

票18票、無効投票０票。有効投票中、 

  森下伸吾君     16票 

  阪本久代君     ２票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。

よって、森下伸吾君が議長に当選されました。 

 ただ今、議長に当選されました森下伸吾君

が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定による告知をいたします。 

 当選人の発言を許します。 

 森下君。 

〔議長（森下伸吾君）登壇〕 

○議長（森下伸吾君）ただ今、この議場にお

きまして先輩・同僚議員の皆さま方のご推挙

を頂き、橋本市議会議長に当選をさせていた

だきました。心より御礼申し上げます。 

 現在、橋本市は、新型コロナウイルス感染

の制限解除により、日常の生活を取り戻しつ

つあります。しかしながら、まだまだ市民の

方々の苦労は多く、市議会の果たす役割は重

要であります。先輩・同僚議員とともに、市

民の皆さまの幸福のため、しっかりと取り組

んでいく決意であります。 

 さらに、橋本市におきましては、長期総合

計画の実施、橋本ＤＸの推進、さらには議会

改革など、取り組まなければならない課題も

たくさんございます。そういった課題にしっ

かりと取り組むべく、先輩、同僚の皆さま方

にお力をお借りし、市当局とともに、元気な

まち橋本市の実現のために精いっぱい努力し
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てまいる決意でございますので、今後ともご

指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い

を申し上げ、私のあいさつに代えさせていた

だきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○臨時議長（中本正人君）これをもちまして、

臨時議長の職務を全て終了いたしました。議

員各位のご協力、誠にありがとうございまし

た。 

 それでは、議長、議長席にお着き願います。 

                     

 日程第２ 議席の指定 

○議長（森下伸吾君）それでは、これより、

本日この後の議事日程を配付いたします。 

（議事日程配付） 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 議席の指定

を行います。 

 議席は会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定いたします。 

 ただ今ご着席のその席を、皆さま方の議席

といたします。 

 今臨時会に出席の説明員については、お手

元に出席説明員表を配付いたしております。 

                     

○議長（森下伸吾君）この際、諸般の報告を

いたします。 

 市長から、令和５年５月９日付、橋総第37

号をもって、本日招集の市議会臨時会に提出

する議案８件が送付されております。議案は

お手元に配付いたしております。これを今会

期中にご審議願います。 

 次に、監査委員から令和５年３月27日付、

橋監委第67号をもって、令和４年度第２次定

期監査実施報告書の提出がありましたので、

その写しを配付いたしております。それぞれ

ご覧願います。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）日程第３ 会議録署名

議員の指名 を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において５番 阪本君、17

番 石橋君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第４ 会期決定について 

○議長（森下伸吾君）日程第４ 会期決定に

ついて を議題といたします。 

 お諮りいたします。今臨時会の会期は本日

５月15日及び16日の２日間といたしたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、会期は本日５月15日及び16日の２日間と

決定いたしました。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

（午前10時34分 休憩） 

                     

（午前11時５分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

                     

 日程第５ 副議長の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第５ 副議長の選

挙 を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（森下伸吾君）ただ今の出席議員は18

人であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（職員 投票用紙配付） 

○議長（森下伸吾君）投票用紙の配付もれは

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）配付もれなしと認めま

す。 
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 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（森下伸吾君）異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名

であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 

 点呼を命じます。 

○議会事務局次長（笹山 奨君） 

２番 板橋真弓議員  ３番 岡本喜好議員 

４番 梅本知江議員  ５番 阪本久代議員 

６番 髙本勝次議員  ７番 岡 弘悟議員 

８番 田中博晃議員  ９番 堀内和久議員 

10番 垣内憲一議員  11番 岡本安弘議員 

12番 小林 弘議員  13番 田中和仁議員 

14番 南出昌彦議員  15番 辻本 勉議員 

16番 土井裕美子議員  17番 石橋英和議員 

18番 中本正人議員  １番 森下伸吾議長 

○議長（森下伸吾君）投票もれはありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）投票もれなしと認めま

す。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（森下伸吾君）開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会

人に４番 梅本君、10番 垣内君、14番 南

出君、以上３人を指名いたします。 

 よって、３人の立会いを願います。 

（立会人 所定の位置につく） 

○議長（森下伸吾君）開票は職員にいたさせ

ます。 

（職員 開票） 

○議長（森下伸吾君）それでは、選挙の結果

を報告いたします。 

 投票総数18票、これは先ほどの出席議員数

に符合いたしております。そのうち有効投

票15票、無効投票３票。有効投票中、 

  髙本勝次君    ２票 

  岡本安弘君    11票 

  辻本 勉君    ２票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。

よって、岡本安弘君が副議長に当選されまし

た。 

 ただ今、副議長に当選されました岡本安弘

君が議場におられますので、本席から会議規

則第32条第２項の規定による告知をいたしま

す。 

 当選人の発言を許します。 

 岡本君。 

〔副議長（岡本安弘君）登壇〕 

○副議長（岡本安弘君）皆さん、おはようご

ざいます。先輩議員、同僚議員のご推挙を頂

き、副議長に当選させていただきました。 

 橋本市は人口減少、少子高齢化と、まだま

だ様々な課題を抱えております。議長を助け、

また皆さんとともに、橋本市の課題をしっか

りと皆さまとともに考えて取り組んでまいり

たいと思います。先輩議員、同僚議員におか

れましては、また今後ともご指導、ご鞭撻を

頂きまして、今後ともどうかよろしくお願い

申し上げまして、簡単ではございますが、ご

あいさつとさせていただきます。 

 ありがとうざいました。（拍手） 

○議長（森下伸吾君）この際、暫時休憩いた

します。そのまま着席にてお待ち願います。 

（午前11時19分 休憩） 

                     

（午前11時20分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

                     

 日程第６ 常任委員会委員の選任について 

○議長（森下伸吾君）日程第６ 常任委員会
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委員の選任 を行います。 

 常任委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定により、議長より指

名いたします。 

 総務経済委員会委員に５番 阪本君、７番 

岡君、８番 田中君、12番 小林君、13番 田

中君、14番 南出君、17番 石橋君、18番 中

本君、１番 森下、以上９人を。 

 文教厚生建設委員会委員に２番 板橋君、

３番 岡本君、４番 梅本君、６番 髙本君、

９番 堀内君、10番 垣内君、11番 岡本

君、15番 辻本君、16番 土井君、以上９人

をそれぞれ指名いたします。 

                     

 日程第７ 議会運営委員会委員の選任につ

いて 

○議長（森下伸吾君）日程第７ 議会運営委

員会委員の選任 を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会の委員

の定数については、委員会条例第４条第２項

の規定により６人といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議会運営委員会の委員の定数を６人にす

ることに決しました。 

 議会運営委員会委員の選任については委員

会条例第８条第１項の規定により、議長より

指名いたします。 

 議会運営委員会委員に２番 板橋君、５番

阪本君、７番 岡君、10番 垣内君、14番 南

出君、16番 土井君、以上６名を指名いたし

ます。 

                     

○議長（森下伸吾君）以上で、本日の日程は

終わりました。 

 本日はこれにて散会をいたします。お疲れ

さまでした。 

（午前11時22分 散会） 

 

                                          

地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

臨 時 議 長  中 本 正 人 

議 長  森 下 伸 吾 

５ 番 議 員  阪 本 久 代 

1 7 番 議 員  石 橋 英 和 
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